
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
対
応
す
る
た
め
の
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
新
旧
対
照
表

改

正

後

改

正

前

（
給
付
金
の
非
課
税
等
）

（
給
付
金
の
非
課
税
等
）

第
二
条

法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
給
付
金
は
、
次
に

第
二
条

同

上

掲
げ
る
給
付
金
と
す
る
。

一
・
二

省

略

一
・
二

同

上

三

令
和
三
年
度
の
予
算
又
は
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）
に
お
け
る
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
強
化
交
付
金
を
財
源
と
し
て
都
道
府
県
、

市
町
村
又
は
特
別
区
か
ら
給
付
さ
れ
る
給
付
金

２
・
３

省

略

２
・
３

同

上

４

法
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
金
銭
の
貸
付
け
は
、
令
和
二
年

三
月
十
日
の
閣
議
決
定
「
令
和
元
年
度
一
般
会
計
予
備
費
使
用
に
つ
い
て
」
、
同
月
十

九
日
の
閣
議
決
定
「
令
和
元
年
度
一
般
会
計
予
備
費
使
用
に
つ
い
て
」
、
同
年
八
月
七

日
の
閣
議
決
定
「
令
和
二
年
度
一
般
会
計
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
予
備
費

使
用
に
つ
い
て
」
、
同
年
九
月
十
五
日
の
閣
議
決
定
「
令
和
二
年
度
一
般
会
計
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
予
備
費
使
用
に
つ
い
て
」
、
令
和
三
年
三
月
二
十
三
日
の

閣
議
決
定
「
令
和
二
年
度
一
般
会
計
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
予
備
費
使
用

に
つ
い
て
」
若
し
く
は
同
年
八
月
二
十
七
日
の
閣
議
決
定
「
令
和
三
年
度
一
般
会
計
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
予
備
費
使
用
に
つ
い
て
」
に
基
づ
き
使
用
さ
れ
る
予

備
費
又
は
令
和
二
年
度
の
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）
、
一
般
会
計
補
正
予
算
（

第
２
号
）
若
し
く
は
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）
若
し
く
は
令
和
三
年
度
の
一
般

会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）
に
お
け
る
生
活
困
窮
者
就
労
準
備
支
援
事
業
費
等
補
助
金

を
財
源
と
し
て
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
百
十
条
第
一
項

に
規
定
す
る
都
道
府
県
社
会
福
祉
協
議
会
が
行
う
金
銭
の
貸
付
け
で
、
次
に
掲
げ
る
者

の
生
活
費
を
援
助
す
る
た
め
に
行
う
も
の
と
す
る
。

一

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
及
び
そ
の
ま
ん
延
防
止
の
た
め
の
措
置
の
影
響
に

よ
り
そ
の
収
入
が
平
年
の
収
入
に
比
し
て
減
少
し
た
世
帯
（
次
号
に
お
い
て
「
収
入

減
少
世
帯
」
と
い
う
。
）
に
属
す
る
者
で
緊
急
か
つ
一
時
的
な
生
計
の
維
持
の
支
援

を
必
要
と
す
る
も
の

二

収
入
減
少
世
帯
に
属
す
る
者
で
生
活
に
困
窮
し
、
か
つ
、
生
活
の
維
持
が
困
難
と

な
っ
て
い
る
も
の

1



５

法
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
相
続
人
そ
の
他
の
財
務
省
令
で
定
め
る
者
は
、
相
続

又
は
遺
贈
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
貸
付
け
に
係
る
債
務
を
承
継
し
た
者
と
す
る
。

（
住
宅
借
入
金
等
を
有
す
る
場
合
の
所
得
税
額
の
特
別
控
除
に
係
る
既
存
住
宅
の
取
得

（
住
宅
借
入
金
等
を
有
す
る
場
合
の
所
得
税
額
の
特
別
控
除
に
係
る
既
存
住
宅
の
取
得

後
の
居
住
の
用
に
供
す
る
期
限
等
の
特
例
）

後
の
居
住
の
用
に
供
す
る
期
限
等
の
特
例
）

第
四
条

令
第
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法

第
四
条

令
第
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法

第
四
十
一
条
第
三
十
四
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
事
実
は
、
次
に
掲
げ
る
事

第
四
十
一
条
第
三
十
一
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
事
実
は
、
次
に
掲
げ
る
事

実
と
す
る
。

実
と
す
る
。

一
・
二

省

略

一
・
二

同

上

２

令
第
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法
第
四

２

令
第
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法
第
四

十
一
条
第
三
十
四
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
事
実
を
証
す
る
書
類
と
し
て
財

十
一
条
第
三
十
一
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
事
実
を
証
す
る
書
類
と
し
て
財

務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
実
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定

務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
実
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定

め
る
書
類
と
す
る
。

め
る
書
類
と
す
る
。

一
・
二

省

略

一
・
二

同

上

３

令
第
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法
第
四

３

令
第
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法
第
四

十
一
条
第
三
十
四
項
に
規
定
す
る
こ
れ
に
代
わ
る
べ
き
書
類
で
財
務
省
令
で
定
め
る
書

十
一
条
第
三
十
一
項
に
規
定
す
る
こ
れ
に
代
わ
る
べ
き
書
類
で
財
務
省
令
で
定
め
る
書

類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
実
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
と
す
る
。

類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
実
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
と
す
る
。

一
・
二

省

略

一
・
二

同

上

４

省

略

４

同

上

５

租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
居
住
の
用
に
供
し
た
日
（
以
下

５

租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
居
住
の
用
に
供
し
た
日
（
以
下

こ
の
項
、
第
十
項
及
び
第
十
五
項
並
び
に
次
条
に
お
い
て
「
居
住
日
」
と
い
う
。
）
の

こ
の
項
、
第
十
項
及
び
第
十
五
項
並
び
に
次
条
に
お
い
て
「
居
住
日
」
と
い
う
。
）
の

属
す
る
年
分
又
は
そ
の
翌
年
以
後
八
年
内
（
同
法
第
四
十
一
条
第
十
三
項
の
規
定
又
は

属
す
る
年
分
又
は
そ
の
翌
年
以
後
八
年
内
（
同
法
第
四
十
一
条
第
十
三
項
の
規
定
又
は

東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平

東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平

成
二
十
三
年
法
律
第
二
十
九
号
）
第
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
租
税
特
別
措

成
二
十
三
年
法
律
第
二
十
九
号
）
第
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
租
税
特
別
措

置
法
第
四
十
一
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
は
、
居
住
日
の
属
す
る
年
分
又
は

置
法
第
四
十
一
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
は
、
居
住
日
の
属
す
る
年
分
又
は

そ
の
翌
年
以
後
十
一
年
内
）
の
い
ず
れ
か
の
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
法
第
六
条
第
一
項

そ
の
翌
年
以
後
十
一
年
内
）
の
い
ず
れ
か
の
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
法
第
六
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
個
人
が
、
そ

の
規
定
に
よ
り
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
個
人
が
、
そ

の
適
用
を
受
け
た
年
分
の
翌
年
分
以
後
の
各
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
同
項
の
規
定
に
よ

の
適
用
を
受
け
た
年
分
の
翌
年
分
以
後
の
各
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
同
項
の
規
定
に
よ

り
同
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規

り
同
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規

則
第
十
八
条
の
二
十
一
第
十
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
同
条
第
十
三

則
第
十
八
条
の
二
十
一
第
十
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
同
条
第
十

項
若
し
く
は
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
十
三
項
の
規
定

三
項
又
は
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
十
三
項
の
規
定
又

若
し
く
は
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る

は
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（

法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
二
十
九
号
）
第
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
法

平
成
二
十
三
年
法
律
第
二
十
九
号
）
第
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
四
十

2



第
四
十
一
条
」
と
、
「
同
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
」
と
あ
る
の
は
「
新
型

一
条
」
と
、
「
同
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
」
と
あ
る
の
は
「
新
型
コ
ロ
ナ

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
対
応
す
る
た
め
の
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
対
応
す
る
た
め
の
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す

に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
四
十
一
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け

る
法
律
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
四
十
一
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
」
と

た
」
と
、
「
同
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
」
と
、
「

、
「
同
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
」
と
、
「
書
類
を
」
と

書
類
を
」
と
あ
る
の
は
「
書
類
及
び
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
対
応

あ
る
の
は
「
書
類
及
び
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
対
応
す
る
た
め
の

す
る
た
め
の
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
四
条
第
二
項
又

国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
四
条
第
二
項
又
は
第
三
項
に

は
第
三
項
に
規
定
す
る
書
類
を
」
と
、
「
同
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る

規
定
す
る
書
類
を
」
と
、
「
同
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
旨
及
び
」
と

旨
及
び
」
と
あ
る
の
は
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
対
応
す
る
た
め

あ
る
の
は
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
対
応
す
る
た
め
の
国
税
関
係

の
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
四

法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
四
十
一
条
の
規

十
一
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
旨
並
び
に
」
と
、
「
書
類
の
」
と
あ
る
の
は
「

定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
旨
並
び
に
」
と
、
「
書
類
の
」
と
あ
る
の
は
「
書
類
及
び
同

書
類
及
び
同
令
第
四
条
第
二
項
又
は
第
三
項
に
規
定
す
る
書
類
の
」
と
す
る
。

令
第
四
条
第
二
項
又
は
第
三
項
に
規
定
す
る
書
類
の
」
と
す
る
。

６

令
第
四
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法
第
四

６

令
第
四
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法
第
四

十
一
条
第
三
十
四
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
事
実
は
、
次
に
掲
げ
る
事
実
と

十
一
条
第
三
十
一
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
事
実
は
、
次
に
掲
げ
る
事
実
と

す
る
。

す
る
。

一
・
二

省

略

一
・
二

同

上

７

令
第
四
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法
第
四

７

令
第
四
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法
第
四

十
一
条
第
三
十
四
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
事
実
を
証
す
る
書
類
と
し
て
財

十
一
条
第
三
十
一
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
事
実
を
証
す
る
書
類
と
し
て
財

務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
実
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定

務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
実
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定

め
る
書
類
と
す
る
。

め
る
書
類
と
す
る
。

一
・
二

省

略

一
・
二

同

上

８

令
第
四
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法
第
四

８

令
第
四
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法
第
四

十
一
条
第
三
十
四
項
に
規
定
す
る
こ
れ
に
代
わ
る
べ
き
書
類
で
財
務
省
令
で
定
め
る
書

十
一
条
第
三
十
一
項
に
規
定
す
る
こ
れ
に
代
わ
る
べ
き
書
類
で
財
務
省
令
で
定
め
る
書

類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
実
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
と
す
る
。

類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
実
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
と
す
る
。

一
・
二

省

略

一
・
二

同

上

９

省

略

９

同

上

居
住
日
の
属
す
る
年
分
又
は
そ
の
翌
年
以
後
八
年
内
（
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一

居
住
日
の
属
す
る
年
分
又
は
そ
の
翌
年
以
後
八
年
内
（
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一

10

10

条
第
十
三
項
の
規
定
又
は
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時

条
第
十
三
項
の
規
定
又
は
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時

特
例
に
関
す
る
法
律
第
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十

特
例
に
関
す
る
法
律
第
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十

一
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
は
、
居
住
日
の
属
す
る
年
分
又
は
そ
の
翌
年
以

一
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
は
、
居
住
日
の
属
す
る
年
分
又
は
そ
の
翌
年
以

後
十
一
年
内
）
の
い
ず
れ
か
の
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
法
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

後
十
一
年
内
）
の
い
ず
れ
か
の
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
法
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
個
人
が
、
そ
の
適
用
を
受

り
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
個
人
が
、
そ
の
適
用
を
受

け
た
年
分
の
翌
年
分
以
後
の
各
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
同
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
の
規

け
た
年
分
の
翌
年
分
以
後
の
各
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
同
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
の
規

定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
十
八
条

定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
十
八
条

3



の
二
十
一
第
十
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
同
条
第
十
三
項
若
し
く
は

の
二
十
一
第
十
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
同
条
第
十
三
項
又
は
第

第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
十
三
項
の
規
定
若
し
く
は
東

十
六
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
十
三
項
の
規
定
又
は
東
日
本
大

日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
第
十
三

震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
第
十
三
条
の
二

条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
四
十
一
条
」
と
、
「
同
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
四
十
一
条
」
と
、
「
同
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け

を
受
け
た
」
と
あ
る
の
は
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
対
応
す
る
た

た
」
と
あ
る
の
は
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
対
応
す
る
た
め
の
国

め
の
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
法
第

税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
四
十
一

四
十
一
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
」
と
、
「
同
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
の
規
定

条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
」
と
、
「
同
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
の
規
定
に
よ
り
同

に
よ
り
同
条
第
一
項
の
」
と
、
「
書
類
を
」
と
あ
る
の
は
「
書
類
及
び
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

条
第
一
項
」
と
、
「
書
類
を
」
と
あ
る
の
は
「
書
類
及
び
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
対
応
す
る
た
め
の
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る

症
等
の
影
響
に
対
応
す
る
た
め
の
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規

法
律
施
行
規
則
第
四
条
第
七
項
又
は
第
八
項
に
規
定
す
る
書
類
を
」
と
、
「
同
条
第
一

則
第
四
条
第
七
項
又
は
第
八
項
に
規
定
す
る
書
類
を
」
と
、
「
同
条
第
一
項
の
規
定
の

項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
旨
及
び
」
と
あ
る
の
は
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

適
用
を
受
け
て
い
る
旨
及
び
」
と
あ
る
の
は
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影

染
症
等
の
影
響
に
対
応
す
る
た
め
の
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
第
六

響
に
対
応
す
る
た
め
の
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
三
項
の

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
四
十
一
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
旨
並
び
に
」

規
定
に
よ
り
法
第
四
十
一
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
旨
並
び
に
」
と
、
「
書
類

と
、
「
書
類
の
」
と
あ
る
の
は
「
書
類
及
び
同
令
第
四
条
第
七
項
又
は
第
八
項
に
規
定

の
」
と
あ
る
の
は
「
書
類
及
び
同
令
第
四
条
第
七
項
又
は
第
八
項
に
規
定
す
る
書
類
の

す
る
書
類
の
」
と
す
る
。

」
と
す
る
。

令
第
四
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法
第
四

令
第
四
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法
第
四

11

11

十
一
条
第
三
十
四
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
事
実
は
、
次
に
掲
げ
る
事
実
と

十
一
条
第
三
十
一
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
事
実
は
、
次
に
掲
げ
る
事
実
と

す
る
。

す
る
。

一
・
二

省

略

一
・
二

同

上

令
第
四
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法
第
四

令
第
四
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法
第
四

12

12

十
一
条
第
三
十
四
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
事
実
を
証
す
る
書
類
と
し
て
財

十
一
条
第
三
十
一
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
事
実
を
証
す
る
書
類
と
し
て
財

務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
実
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定

務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
実
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定

め
る
書
類
と
す
る
。

め
る
書
類
と
す
る
。

一
・
二

省

略

一
・
二

同

上

令
第
四
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法
第
四

令
第
四
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法
第
四

13

13

十
一
条
第
三
十
四
項
に
規
定
す
る
こ
れ
に
代
わ
る
べ
き
書
類
で
財
務
省
令
で
定
め
る
書

十
一
条
第
三
十
一
項
に
規
定
す
る
こ
れ
に
代
わ
る
べ
き
書
類
で
財
務
省
令
で
定
め
る
書

類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
実
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
と
す
る
。

類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
実
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
と
す
る
。

一
・
二

省

略

一
・
二

同

上

省

略

同

上

14

14

居
住
日
の
属
す
る
年
分
又
は
そ
の
翌
年
以
後
十
一
年
内
の
い
ず
れ
か
の
年
分
の
所
得

居
住
日
の
属
す
る
年
分
又
は
そ
の
翌
年
以
後
十
一
年
内
の
い
ず
れ
か
の
年
分
の
所
得

15

15

税
に
つ
き
法
第
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
規
定
の

税
に
つ
き
法
第
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
規
定
の

適
用
を
受
け
た
個
人
又
は
住
宅
被
災
者
が
、
そ
の
適
用
を
受
け
た
年
分
の
翌
年
分
以
後

適
用
を
受
け
た
個
人
又
は
住
宅
被
災
者
が
、
そ
の
適
用
を
受
け
た
年
分
の
翌
年
分
以
後

の
各
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
同
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と

の
各
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
同
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と

4



す
る
場
合
に
お
け
る
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
十
八
条
の
二
十
一
第
十
項
の
規
定

す
る
場
合
に
お
け
る
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
十
八
条
の
二
十
一
第
十
一
項
の
規

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
八
年
内
（
居
住
日
の
属
す
る
年
が
平
成
十
九
年
又
は

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
八
年
内
（
居
住
日
の
属
す
る
年
が
平
成
十
一
年
若

平
成
二
十
年
で
法
第
四
十
一
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る

し
く
は
平
成
十
二
年
で
あ
る
場
合
、
居
住
日
が
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
平
成
十
三
年

場
合
に
は
十
三
年
内
と
し
、
居
住
日
の
属
す
る
年
が
令
和
四
年
若
し
く
は
令
和
五
年
で

前
期
（
第
十
八
条
の
二
十
三
第
三
項
に
お
い
て
「
平
成
十
三
年
前
期
」
と
い
う
。
）
内

あ
り
、
か
つ
、
そ
の
居
住
に
係
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
住
宅
の
取
得
等
が
同
項
に

の
日
で
あ
る
場
合
又
は
居
住
日
の
属
す
る
年
が
平
成
十
九
年
若
し
く
は
平
成
二
十
年
で

規
定
す
る
居
住
用
家
屋
の
新
築
等
、
同
項
に
規
定
す
る
買
取
再
販
住
宅
の
取
得
、
同
条

法
第
四
十
一
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
は
十
三

第
十
項
に
規
定
す
る
認
定
住
宅
等
の
新
築
等
若
し
く
は
同
項
に
規
定
す
る
買
取
再
販
認

年
内
と
し
、
同
条
第
十
三
項
又
は
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
の
規
定
の
適
用
を
受

定
住
宅
等
の
取
得
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
、
居
住
日
の
属
す
る
年
が
令
和
六
年

け
る
場
合
に
は
十
一
年
内
と
す
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は

若
し
く
は
令
和
七
年
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
居
住
に
係
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
住

「
十
一
年
内
」
と
、
「
同
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
」
と
あ
る
の
は
「
新
型

宅
の
取
得
等
が
同
条
第
十
項
に
規
定
す
る
認
定
住
宅
等
の
新
築
等
若
し
く
は
同
項
に
規

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
対
応
す
る
た
め
の
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例

定
す
る
買
取
再
販
認
定
住
宅
等
の
取
得
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
又
は
同
条
第
十

に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
四
十
一
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け

三
項
若
し
く
は
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
は
十

た
」
と
、
「
同
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
」
と
、
「
書
類

一
年
内
と
す
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
十
一
年
内
」
と

を
」
と
あ
る
の
は
「
書
類
及
び
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
対
応
す
る

、
「
同
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
」
と
あ
る
の
は
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

た
め
の
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
四
条
第
十
二
項
又
は

感
染
症
等
の
影
響
に
対
応
す
る
た
め
の
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
第

第
十
三
項
に
規
定
す
る
書
類
を
」
と
、
「
八
年
内
の
」
と
あ
る
の
は
「
十
一
年
内
の
」

六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
四
十
一
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
」
と
、
「
同
項

と
、
「
同
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
旨
及
び
」
と
あ
る
の
は
「
新
型
コ

の
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
」
と
、
「
書
類
を
」
と
あ
る

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
対
応
す
る
た
め
の
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に

の
は
「
書
類
及
び
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
対
応
す
る
た
め
の
国
税

関
す
る
法
律
第
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
四
十
一
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て

関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
四
条
第
十
二
項
又
は
第
十
三
項
に

い
る
旨
並
び
に
」
と
、
「
書
類
の
」
と
あ
る
の
は
「
書
類
及
び
同
令
第
四
条
第
十
二
項

規
定
す
る
書
類
を
」
と
、
「
八
年
内
の
」
と
あ
る
の
は
「
十
一
年
内
の
」
と
、
「
同
条

又
は
第
十
三
項
に
規
定
す
る
書
類
の
」
と
す
る
。

第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
旨
及
び
」
と
あ
る
の
は
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
等
の
影
響
に
対
応
す
る
た
め
の
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律

第
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
四
十
一
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
旨
並
び

に
」
と
、
「
書
類
の
」
と
あ
る
の
は
「
書
類
及
び
同
令
第
四
条
第
十
二
項
又
は
第
十
三

項
に
規
定
す
る
書
類
の
」
と
す
る
。

（
住
宅
借
入
金
等
を
有
す
る
場
合
の
所
得
税
額
の
特
別
控
除
に
係
る
居
住
の
用
に
供
す

（
住
宅
借
入
金
等
を
有
す
る
場
合
の
所
得
税
額
の
特
別
控
除
に
係
る
居
住
の
用
に
供
す

る
期
間
等
の
特
例
）

る
期
間
等
の
特
例
）

第
四
条
の
二

令
第
四
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

第
四
条
の
二

同

上

証
明
が
さ
れ
た
家
屋
は
第
一
号
に
掲
げ
る
家
屋
と
し
、
同
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
確
認
を
受
け
た
家
屋
は
第
二
号
に
掲
げ
る
家
屋
と
す
る
。

一

省

略

一

同

上

二

当
該
家
屋
が
令
第
四
条
の
二
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る

二

同

上
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こ
と
及
び
耐
震
基
準
又
は
経
過
年
数
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
き
、

次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
情
報
及
び
書
類
に
よ
り
税

務
署
長
の
確
認
を
受
け
た
も
の

イ

当
該
家
屋
が
令
第
四
条
の
二
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
及
び

イ

当
該
家
屋
が
令
第
四
条
の
二
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
及
び

耐
震
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
場
合

法
第
六
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ

耐
震
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
場
合

法
第
六
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ

る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
控

る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
控

除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
提
出
を
し
た
書
類
に
記
載
が
さ
れ
た
当
該
家
屋
に
係

除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
提
出
を
し
た
書
類
に
記
載
が
さ
れ
た
当
該
家
屋
に
係

る
不
動
産
識
別
事
項
等
（
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る

る
不
動
産
識
別
事
項
等
（
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る

法
律
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
二
十
七
号
）
第
五
条
の
表
の
第
二
号
の
下
欄

法
律
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
二
十
七
号
）
第
五
条
の
表
の
第
二
号
の
下
欄

の
イ
⑵
又
は
⑶
に
掲
げ
る
事
項
を
い
う
。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
税
務
署

の
イ
⑵
又
は
⑶
に
掲
げ
る
事
項
を
い
う
。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
税
務
署

長
が
入
手
し
、
又
は
参
照
し
た
当
該
家
屋
の
登
記
事
項
証
明
書
に
係
る
情
報
（
当

長
が
入
手
し
、
又
は
参
照
し
た
当
該
家
屋
の
登
記
事
項
証
明
書
に
係
る
情
報
（
当

該
家
屋
が
当
該
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
当
該
登
記
事

該
家
屋
が
令
第
四
条
の
二
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ

項
証
明
書
に
係
る
情
報
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
な
い
と
き
は
、
当
該
登
記
事
項
証
明

と
が
当
該
登
記
事
項
証
明
書
に
係
る
情
報
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
な
い
と
き
は
、
当

書
に
係
る
情
報
及
び
そ
の
者
が
提
出
を
し
た
床
面
積
要
件
疎
明
書
類
）
及
び
そ
の

該
登
記
事
項
証
明
書
に
係
る
情
報
及
び
そ
の
者
が
提
出
を
し
た
床
面
積
要
件
疎
明

者
が
提
出
を
し
た
耐
震
基
準
に
適
合
す
る
旨
を
証
す
る
書
類

書
類
）
及
び
そ
の
者
が
提
出
を
し
た
耐
震
基
準
に
適
合
す
る
旨
を
証
す
る
書
類

ロ

省

略

ロ

同

上

２
～
７

省

略

２
～
７

同

上

８

令
第
四
条
の
二
第
十
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置

８

令
第
四
条
の
二
第
十
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置

法
第
四
十
一
条
第
三
十
四
項
に
規
定
す
る
特
別
特
例
取
得
に
該
当
す
る
事
実
を
証
す
る

法
第
四
十
一
条
第
三
十
一
項
に
規
定
す
る
特
別
特
例
取
得
に
該
当
す
る
事
実
を
証
す
る

書
類
と
し
て
財
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
法
第
六
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
特
別

書
類
と
し
て
財
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
法
第
六
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
特
別

特
例
取
得
に
係
る
家
屋
の
新
築
の
工
事
そ
の
他
の
工
事
の
請
負
契
約
書
の
写
し
、
売
買

特
例
取
得
に
係
る
家
屋
の
新
築
の
工
事
そ
の
他
の
工
事
の
請
負
契
約
書
の
写
し
、
売
買

契
約
書
の
写
し
そ
の
他
の
書
類
で
当
該
特
別
特
例
取
得
に
係
る
契
約
の
締
結
を
し
た
年

契
約
書
の
写
し
そ
の
他
の
書
類
で
当
該
特
別
特
例
取
得
に
係
る
契
約
の
締
結
を
し
た
年

月
日
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
す
る
。

月
日
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
す
る
。

９

省

略

９

同

上

居
住
日
の
属
す
る
年
分
又
は
そ
の
翌
年
以
後
十
一
年
内
の
い
ず
れ
か
の
年
分
の
所
得

居
住
日
の
属
す
る
年
分
又
は
そ
の
翌
年
以
後
十
一
年
内
の
い
ず
れ
か
の
年
分
の
所
得

10

10

税
に
つ
き
法
第
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
規

税
に
つ
き
法
第
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
規

定
の
適
用
を
受
け
た
個
人
又
は
住
宅
被
災
者
が
、
そ
の
適
用
を
受
け
た
年
分
の
翌
年
分

定
の
適
用
を
受
け
た
個
人
又
は
住
宅
被
災
者
が
、
そ
の
適
用
を
受
け
た
年
分
の
翌
年
分

以
後
の
各
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
同
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ

以
後
の
各
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
同
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ

う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
十
八
条
の
二
十
一
第
十
項
の

う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
十
八
条
の
二
十
一
第
十
一
項

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
八
年
内
（
居
住
日
の
属
す
る
年
が
平
成
十
九
年

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
八
年
内
（
居
住
日
の
属
す
る
年
が
平
成
十
一

又
は
平
成
二
十
年
で
法
第
四
十
一
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
の
規
定
の
適
用
を
受

年
若
し
く
は
平
成
十
二
年
で
あ
る
場
合
、
居
住
日
が
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
平
成
十

け
る
場
合
に
は
十
三
年
内
と
し
、
居
住
日
の
属
す
る
年
が
令
和
四
年
若
し
く
は
令
和
五

三
年
前
期
（
第
十
八
条
の
二
十
三
第
三
項
に
お
い
て
「
平
成
十
三
年
前
期
」
と
い
う
。

年
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
居
住
に
係
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
住
宅
の
取
得
等
が
同

）
内
の
日
で
あ
る
場
合
又
は
居
住
日
の
属
す
る
年
が
平
成
十
九
年
若
し
く
は
平
成
二
十
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項
に
規
定
す
る
居
住
用
家
屋
の
新
築
等
、
同
項
に
規
定
す
る
買
取
再
販
住
宅
の
取
得
、

年
で
法
第
四
十
一
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
は

同
条
第
十
項
に
規
定
す
る
認
定
住
宅
等
の
新
築
等
若
し
く
は
同
項
に
規
定
す
る
買
取
再

十
三
年
内
と
し
、
同
条
第
十
三
項
又
は
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
の
規
定
の
適
用

販
認
定
住
宅
等
の
取
得
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
、
居
住
日
の
属
す
る
年
が
令
和

を
受
け
る
場
合
に
は
十
一
年
内
と
す
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る

六
年
若
し
く
は
令
和
七
年
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
居
住
に
係
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す

の
は
「
十
一
年
内
」
と
、
「
同
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
」
と
あ
る
の
は
「

る
住
宅
の
取
得
等
が
同
条
第
十
項
に
規
定
す
る
認
定
住
宅
等
の
新
築
等
若
し
く
は
同
項

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
対
応
す
る
た
め
の
国
税
関
係
法
律
の
臨
時

に
規
定
す
る
買
取
再
販
認
定
住
宅
等
の
取
得
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
又
は
同
条

特
例
に
関
す
る
法
律
第
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
四
十
一
条
の
規
定
の
適

第
十
三
項
若
し
く
は
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に

用
を
受
け
た
」
と
、
「
同
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
」
と

は
十
一
年
内
と
す
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
十
一
年
内

、
「
書
類
を
」
と
あ
る
の
は
「
書
類
及
び
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に

」
と
、
「
同
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
」
と
あ
る
の
は
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

対
応
す
る
た
め
の
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
四
条
の
二

ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
対
応
す
る
た
め
の
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法

第
八
項
に
規
定
す
る
書
類
を
」
と
、
「
八
年
内
の
」
と
あ
る
の
は
「
十
一
年
内
の
」
と

律
第
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
四
十
一
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
」
と

、
「
同
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
旨
及
び
」
と
あ
る
の
は
「
新
型
コ
ロ

、
「
同
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
」
と
、
「
書
類
を

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
対
応
す
る
た
め
の
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関

」
と
あ
る
の
は
「
書
類
及
び
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
対
応
す
る
た

す
る
法
律
第
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
四
十
一
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け

め
の
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
四
条
の
二
第
八
項
に
規

て
い
る
旨
並
び
に
」
と
、
「
書
類
の
」
と
あ
る
の
は
「
書
類
及
び
同
令
第
四
条
の
二
第

定
す
る
書
類
を
」
と
、
「
八
年
内
の
」
と
あ
る
の
は
「
十
一
年
内
の
」
と
、
「
同
条
第

八
項
に
規
定
す
る
書
類
の
」
と
す
る
。

一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
旨
及
び
」
と
あ
る
の
は
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
等
の
影
響
に
対
応
す
る
た
め
の
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
第

六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
四
十
一
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
旨
並

び
に
」
と
、
「
書
類
の
」
と
あ
る
の
は
「
書
類
及
び
同
令
第
四
条
の
二
第
八
項
に
規
定

す
る
書
類
の
」
と
す
る
。

令
第
四
条
の
二
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置

令
第
四
条
の
二
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置

11

11

法
第
四
十
一
条
第
三
十
四
項
に
規
定
す
る
特
例
特
別
特
例
取
得
に
該
当
す
る
事
実
を
証

法
第
四
十
一
条
第
三
十
一
項
に
規
定
す
る
特
例
特
別
特
例
取
得
に
該
当
す
る
事
実
を
証

す
る
書
類
と
し
て
財
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
特
例
特
別
特
例
取
得
に
係
る
家
屋
の

す
る
書
類
と
し
て
財
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
特
例
特
別
特
例
取
得
に
係
る
家
屋
の

新
築
の
工
事
そ
の
他
の
工
事
の
請
負
契
約
書
の
写
し
、
売
買
契
約
書
の
写
し
そ
の
他
の

新
築
の
工
事
そ
の
他
の
工
事
の
請
負
契
約
書
の
写
し
、
売
買
契
約
書
の
写
し
そ
の
他
の

書
類
で
当
該
特
例
特
別
特
例
取
得
に
係
る
契
約
の
締
結
を
し
た
年
月
日
を
明
ら
か
に
す

書
類
で
当
該
特
例
特
別
特
例
取
得
に
係
る
契
約
の
締
結
を
し
た
年
月
日
を
明
ら
か
に
す

る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。

省

略

同

上

12

12

居
住
日
の
属
す
る
年
分
又
は
そ
の
翌
年
以
後
十
一
年
内
の
い
ず
れ
か
の
年
分
の
所
得

居
住
日
の
属
す
る
年
分
又
は
そ
の
翌
年
以
後
十
一
年
内
の
い
ず
れ
か
の
年
分
の
所
得

13

13

税
に
つ
き
法
第
六
条
の
二
第
四
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
一
項
の
規

税
に
つ
き
法
第
六
条
の
二
第
四
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
個
人
又
は
住
宅
被

定
に
よ
り
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
個
人
又
は
住
宅
被

災
者
が
、
そ
の
適
用
を
受
け
た
年
分
の
翌
年
分
以
後
の
各
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
同
項

災
者
が
、
そ
の
適
用
を
受
け
た
年
分
の
翌
年
分
以
後
の
各
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
同
項

の
規
定
に
よ
り
同
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
租
税
特
別
措

の
規
定
に
よ
り
同
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
租
税
特
別
措

置
法
施
行
規
則
第
十
八
条
の
二
十
一
第
十
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「

置
法
施
行
規
則
第
十
八
条
の
二
十
一
第
十
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
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八
年
内
（
居
住
日
の
属
す
る
年
が
平
成
十
九
年
又
は
平
成
二
十
年
で
法
第
四
十
一
条
第

「
八
年
内
（
居
住
日
の
属
す
る
年
が
平
成
十
一
年
若
し
く
は
平
成
十
二
年
で
あ
る
場
合

六
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
は
十
三
年
内
と
し
、
居
住

、
居
住
日
が
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
平
成
十
三
年
前
期
（
第
十
八
条
の
二
十
三
第
三

日
の
属
す
る
年
が
令
和
四
年
若
し
く
は
令
和
五
年
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
居
住
に
係
る

項
に
お
い
て
「
平
成
十
三
年
前
期
」
と
い
う
。
）
内
の
日
で
あ
る
場
合
又
は
居
住
日
の

同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
住
宅
の
取
得
等
が
同
項
に
規
定
す
る
居
住
用
家
屋
の
新
築
等

属
す
る
年
が
平
成
十
九
年
若
し
く
は
平
成
二
十
年
で
法
第
四
十
一
条
第
六
項
の
規
定
に

、
同
項
に
規
定
す
る
買
取
再
販
住
宅
の
取
得
、
同
条
第
十
項
に
規
定
す
る
認
定
住
宅
等

よ
り
同
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
は
十
三
年
内
と
し
、
同
条
第
十
三
項
又
は

の
新
築
等
若
し
く
は
同
項
に
規
定
す
る
買
取
再
販
認
定
住
宅
等
の
取
得
に
該
当
す
る
も

第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
は
十
一
年
内
と
す
る

の
で
あ
る
場
合
、
居
住
日
の
属
す
る
年
が
令
和
六
年
若
し
く
は
令
和
七
年
で
あ
り
、
か

。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
十
一
年
内
」
と
、
「
同
条
第
一

つ
、
そ
の
居
住
に
係
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
住
宅
の
取
得
等
が
同
条
第
十
項
に
規

項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
」
と
あ
る
の
は
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影

定
す
る
認
定
住
宅
等
の
新
築
等
若
し
く
は
同
項
に
規
定
す
る
買
取
再
販
認
定
住
宅
等
の

響
に
対
応
す
る
た
め
の
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
第
六
条
の
二
第
四

取
得
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
又
は
同
条
第
十
三
項
若
し
く
は
第
十
六
項
の
規
定

項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
四
十
一
条
の
規

に
よ
り
同
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
は
十
一
年
内
と
す
る
。
以
下
こ
の
項
に

定
の
適
用
を
受
け
た
」
と
、
「
同
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一

お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
十
一
年
内
」
と
、
「
同
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用

項
」
と
、
「
書
類
を
」
と
あ
る
の
は
「
書
類
及
び
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の

を
受
け
た
」
と
あ
る
の
は
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
対
応
す
る
た

影
響
に
対
応
す
る
た
め
の
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
四

め
の
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
第
六
条
の
二
第
四
項
か
ら
第
七
項
ま

条
の
二
第
十
一
項
に
規
定
す
る
書
類
を
」
と
、
「
八
年
内
の
」
と
あ
る
の
は
「
十
一
年

で
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
四
十
一
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け

内
の
」
と
、
「
同
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
旨
及
び
」
と
あ
る
の
は
「

た
」
と
、
「
同
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
」
と
、
「

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
対
応
す
る
た
め
の
国
税
関
係
法
律
の
臨
時

書
類
を
」
と
あ
る
の
は
「
書
類
及
び
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
対
応

特
例
に
関
す
る
法
律
第
六
条
の
二
第
四
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
一

す
る
た
め
の
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
四
条
の
二
第
十

項
の
規
定
に
よ
り
法
第
四
十
一
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
旨
並
び
に
」
と
、
「

一
項
に
規
定
す
る
書
類
を
」
と
、
「
八
年
内
の
」
と
あ
る
の
は
「
十
一
年
内
の
」
と
、

書
類
の
」
と
あ
る
の
は
「
書
類
及
び
同
令
第
四
条
の
二
第
十
一
項
に
規
定
す
る
書
類
の

「
同
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
旨
及
び
」
と
あ
る
の
は
「
新
型
コ
ロ
ナ

」
と
す
る
。

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
対
応
す
る
た
め
の
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す

る
法
律
第
六
条
の
二
第
四
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
法
第
四
十
一
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
旨
並
び
に
」
と
、
「
書
類
の
」
と

あ
る
の
は
「
書
類
及
び
同
令
第
四
条
の
二
第
十
一
項
に
規
定
す
る
書
類
の
」
と
す
る
。

令
第
四
条
の
二
第
十
九
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置

令
第
四
条
の
二
第
十
九
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置

14

14

法
第
四
十
一
条
第
三
十
四
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
事
実
は
、
次
に
掲
げ
る

法
第
四
十
一
条
第
三
十
一
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
事
実
は
、
次
に
掲
げ
る

事
実
と
す
る
。

事
実
と
す
る
。

一
・
二

省

略

一
・
二

同

上

令
第
四
条
の
二
第
十
九
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置

令
第
四
条
の
二
第
十
九
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置

15

15

法
第
四
十
一
条
第
三
十
四
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
事
実
を
証
す
る
書
類
と

法
第
四
十
一
条
第
三
十
一
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
事
実
を
証
す
る
書
類
と

し
て
財
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
実
の
区
分
に
応
じ
当
該
各

し
て
財
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
実
の
区
分
に
応
じ
当
該
各

号
に
定
め
る
書
類
と
す
る
。

号
に
定
め
る
書
類
と
す
る
。

一
・
二

省

略

一
・
二

同

上

8



令
第
四
条
の
二
第
十
九
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置

令
第
四
条
の
二
第
十
九
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置

16

16

法
第
四
十
一
条
第
三
十
四
項
に
規
定
す
る
こ
れ
に
代
わ
る
べ
き
書
類
で
財
務
省
令
で
定

法
第
四
十
一
条
第
三
十
一
項
に
規
定
す
る
こ
れ
に
代
わ
る
べ
き
書
類
で
財
務
省
令
で
定

め
る
書
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
実
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
と

め
る
書
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
実
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
と

す
る
。

す
る
。

一
・
二

省

略

一
・
二

同

上

省

略

同

上

17

17

居
住
日
の
属
す
る
年
分
又
は
そ
の
翌
年
以
後
十
一
年
内
の
い
ず
れ
か
の
年
分
の
所
得

居
住
日
の
属
す
る
年
分
又
は
そ
の
翌
年
以
後
十
一
年
内
の
い
ず
れ
か
の
年
分
の
所
得

18

18

税
に
つ
き
法
第
六
条
の
二
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
租
税
特

税
に
つ
き
法
第
六
条
の
二
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
租
税
特

別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
個
人
が
、
そ
の
適
用
を
受
け
た
年
分

別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
個
人
が
、
そ
の
適
用
を
受
け
た
年
分

の
翌
年
分
以
後
の
各
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
同
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
の
規
定
の
適
用

の
翌
年
分
以
後
の
各
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
同
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
の
規
定
の
適
用

を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
十
八
条
の
二
十
一

を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
十
八
条
の
二
十
一

第
十
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
八
年
内
（
居
住
日
の
属
す
る
年
が
平

第
十
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
八
年
内
（
居
住
日
の
属
す
る
年
が

成
十
九
年
又
は
平
成
二
十
年
で
法
第
四
十
一
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
の
規
定
の

平
成
十
一
年
若
し
く
は
平
成
十
二
年
で
あ
る
場
合
、
居
住
日
が
同
条
第
一
項
に
規
定
す

適
用
を
受
け
る
場
合
に
は
十
三
年
内
と
し
、
居
住
日
の
属
す
る
年
が
令
和
四
年
若
し
く

る
平
成
十
三
年
前
期
（
第
十
八
条
の
二
十
三
第
三
項
に
お
い
て
「
平
成
十
三
年
前
期
」

は
令
和
五
年
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
居
住
に
係
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
住
宅
の
取

と
い
う
。
）
内
の
日
で
あ
る
場
合
又
は
居
住
日
の
属
す
る
年
が
平
成
十
九
年
若
し
く
は

得
等
が
同
項
に
規
定
す
る
居
住
用
家
屋
の
新
築
等
、
同
項
に
規
定
す
る
買
取
再
販
住
宅

平
成
二
十
年
で
法
第
四
十
一
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る

の
取
得
、
同
条
第
十
項
に
規
定
す
る
認
定
住
宅
等
の
新
築
等
若
し
く
は
同
項
に
規
定
す

場
合
に
は
十
三
年
内
と
し
、
同
条
第
十
三
項
又
は
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
の
規

る
買
取
再
販
認
定
住
宅
等
の
取
得
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
、
居
住
日
の
属
す
る

定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
は
十
一
年
内
と
す
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

年
が
令
和
六
年
若
し
く
は
令
和
七
年
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
居
住
に
係
る
同
条
第
一
項

」
と
あ
る
の
は
「
十
一
年
内
」
と
、
「
同
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
」
と
あ

に
規
定
す
る
住
宅
の
取
得
等
が
同
条
第
十
項
に
規
定
す
る
認
定
住
宅
等
の
新
築
等
若
し

る
の
は
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
対
応
す
る
た
め
の
国
税
関
係
法

く
は
同
項
に
規
定
す
る
買
取
再
販
認
定
住
宅
等
の
取
得
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
場
合

律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
第
六
条
の
二
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
一
項
の
規

又
は
同
条
第
十
三
項
若
し
く
は
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け

定
に
よ
り
法
第
四
十
一
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
」
と
、
「
同
項
」
と
あ
る
の
は
「

る
場
合
に
は
十
一
年
内
と
す
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「

同
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
」
と
、
「
書
類
を
」
と
あ
る
の
は
「
書
類
及
び
新
型

十
一
年
内
」
と
、
「
同
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
」
と
あ
る
の
は
「
新
型
コ

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
対
応
す
る
た
め
の
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
対
応
す
る
た
め
の
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
四
条
の
二
第
十
五
項
又
は
第
十
六
項
に
規
定
す
る
書
類
を

関
す
る
法
律
第
六
条
の
二
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
四

」
と
、
「
八
年
内
の
」
と
あ
る
の
は
「
十
一
年
内
の
」
と
、
「
同
条
第
一
項
の
規
定
の

十
一
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
」
と
、
「
同
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
の
規
定
に

適
用
を
受
け
て
い
る
旨
及
び
」
と
あ
る
の
は
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影

よ
り
同
条
第
一
項
の
」
と
、
「
書
類
を
」
と
あ
る
の
は
「
書
類
及
び
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

響
に
対
応
す
る
た
め
の
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
第
六
条
の
二
第
八

ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
対
応
す
る
た
め
の
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法

項
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
四
十
一
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け

律
施
行
規
則
第
四
条
の
二
第
十
五
項
又
は
第
十
六
項
に
規
定
す
る
書
類
を
」
と
、
「
八

て
い
る
旨
並
び
に
」
と
、
「
書
類
の
」
と
あ
る
の
は
「
書
類
及
び
同
令
第
四
条
の
二
第

年
内
の
」
と
あ
る
の
は
「
十
一
年
内
の
」
と
、
「
同
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け

十
五
項
又
は
第
十
六
項
に
規
定
す
る
書
類
の
」
と
す
る
。

て
い
る
旨
及
び
」
と
あ
る
の
は
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
対
応
す

る
た
め
の
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
第
六
条
の
二
第
八
項
の
規
定
に

9



よ
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
四
十
一
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
旨
並

び
に
」
と
、
「
書
類
の
」
と
あ
る
の
は
「
書
類
及
び
同
令
第
四
条
の
二
第
十
五
項
又
は

第
十
六
項
に
規
定
す
る
書
類
の
」
と
す
る
。

法
第
六
条
の
二
第
四
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

法
第
六
条
の
二
第
四
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

19

19

り
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る

り
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る

租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
十
八
条
の
二
十
一
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条

租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
十
八
条
の
二
十
一
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条

第
八
項
第
一
号
イ
⑷
中
「
施
行
令
第
二
十
六
条
第
一
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
新
型
コ

第
九
項
第
一
号
イ
⑷
中
「
施
行
令
第
二
十
六
条
第
一
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
対
応
す
る
た
め
の
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
対
応
す
る
た
め
の
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に

関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
コ
ロ
ナ
特
例
法
施
行
令
」

関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
コ
ロ
ナ
特
例
法
施
行
令
」

と
い
う
。
）
第
四
条
の
二
第
二
項
各
号
」
と
、
「
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
（
こ
れ
ら

と
い
う
。
）
第
四
条
の
二
第
二
項
各
号
」
と
、
「
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
」
と
あ
る

の
家
屋
が
法
第
四
十
一
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
居
住
用
家
屋
と
み
な
さ
れ
た

の
は
「
四
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
」
と
、
同
号
ハ
中
「
第
十

同
項
に
規
定
す
る
特
例
居
住
用
家
屋
又
は
同
条
第
十
九
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
認
定
住

二
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
対
応
す
る
た

宅
等
と
み
な
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
特
例
認
定
住
宅
等
に
該
当
す
る
家
屋
で
あ
る
場

め
の
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

合
に
は
、
四
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
）
」
と
あ
る
の
は
「
四

「
コ
ロ
ナ
特
例
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
四
条
の
二
第
二
項
各
号
」
と
、
同
号
ニ

十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
」
と
、
同
号
ハ
中
「
第
十
三
項
各
号

中
「
第
十
三
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
コ
ロ
ナ
特
例
法
施
行
規
則
第
四
条
の
二
第
三
項

」
と
あ
る
の
は
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
対
応
す
る
た
め
の
国
税

各
号
」
と
、
同
号
ホ
中
「
施
行
令
第
二
十
六
条
第
二
十
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
コ
ロ
ナ

関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
コ
ロ
ナ

特
例
法
施
行
令
第
四
条
の
二
第
八
項
」
と
、
同
項
第
二
号
イ
⑷
中
「
五
十
平
方
メ
ー
ト

特
例
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
四
条
の
二
第
二
項
各
号
」
と
、
同
号
ニ
中
「
第
十

ル
以
上
」
と
あ
る
の
は
「
四
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
」
と
、

四
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
コ
ロ
ナ
特
例
法
施
行
規
則
第
四
条
の
二
第
三
項
各
号
」
と

同
号
ロ
中
「
第
十
二
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
コ
ロ
ナ
特
例
法
施
行
規
則
第
四
条
の
二

、
同
号
ホ
中
「
施
行
令
第
二
十
六
条
第
二
十
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
コ
ロ
ナ
特
例
法
施

第
二
項
各
号
」
と
、
同
号
ハ
中
「
第
十
三
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
コ
ロ
ナ
特
例
法
施

行
令
第
四
条
の
二
第
八
項
」
と
、
同
項
第
二
号
イ
⑷
中
「
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
（

行
規
則
第
四
条
の
二
第
三
項
各
号
」
と
、
同
号
ニ
中
「
施
行
令
第
二
十
六
条
第
二
十
二

こ
れ
ら
の
家
屋
が
法
第
四
十
一
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
居
住
用
家
屋
と
み
な

項
」
と
あ
る
の
は
「
コ
ロ
ナ
特
例
法
施
行
令
第
四
条
の
二
第
八
項
」
と
、
同
項
第
三
号

さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
特
例
居
住
用
家
屋
又
は
同
条
第
十
九
項
の
規
定
に
よ
り
当
該

中
「
要
耐
震
改
修
住
宅
」
と
あ
る
の
は
「
特
例
要
耐
震
改
修
住
宅
」
と
、
同
号
イ
中
「

認
定
住
宅
等
と
み
な
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
特
例
認
定
住
宅
等
に
該
当
す
る
家
屋
で

第
二
項
第
一
号
イ
又
は
ロ
」
と
あ
る
の
は
「
コ
ロ
ナ
特
例
法
施
行
規
則
第
四
条
の
二
第

あ
る
場
合
に
は
、
四
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
）
」
と
あ
る
の

一
項
第
一
号
イ
又
は
ロ
」
と
、
同
号
イ
⑷
中
「
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
」
と
あ
る
の

は
「
四
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
」
と
、
同
号
ロ
中
「
第
十
三

は
「
四
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
法

項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
コ
ロ
ナ
特
例
法
施
行
規
則
第
四
条
の
二
第
二
項
各
号
」
と
、

第
四
十
一
条
第
三
十
項
に
規
定
す
る
要
耐
震
改
修
住
宅
（
同
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第

同
号
ハ
中
「
第
十
四
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
コ
ロ
ナ
特
例
法
施
行
規
則
第
四
条
の
二

一
項
に
規
定
す
る
既
存
住
宅
と
み
な
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
新
型

第
三
項
各
号
」
と
、
同
号
ニ
中
「
施
行
令
第
二
十
六
条
第
二
十
二
項
」
と
あ
る
の
は
「

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
対
応
す
る
た
め
の
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例

コ
ロ
ナ
特
例
法
施
行
令
第
四
条
の
二
第
八
項
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
要
耐
震
改
修
住

に
関
す
る
法
律
第
六
条
の
二
第
六
項
に
規
定
す
る
特
例
要
耐
震
改
修
住
宅
（
同
項
の
規

宅
」
と
あ
る
の
は
「
特
例
要
耐
震
改
修
住
宅
」
と
、
同
号
イ
中
「
第
一
項
第
一
号
イ
又

定
に
よ
り
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
特
例
既
存
住
宅
と
み
な
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）

は
ロ
」
と
あ
る
の
は
「
コ
ロ
ナ
特
例
法
施
行
規
則
第
四
条
の
二
第
一
項
第
一
号
イ
又
は

」
と
、
同
号
イ
中
「
要
耐
震
改
修
住
宅
（
当
該
要
耐
震
改
修
住
宅
と
と
も
に
当
該
要
耐

ロ
」
と
、
同
号
イ
⑷
中
「
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
」
と
あ
る
の
は
「
四
十
平
方
メ
ー

震
改
修
住
宅
」
と
あ
る
の
は
「
特
例
要
耐
震
改
修
住
宅
（
当
該
特
例
要
耐
震
改
修
住
宅

10



ト
ル
以
上
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
法
第
四
十
一
条
第
三
十

と
と
も
に
当
該
特
例
要
耐
震
改
修
住
宅
」
と
、
「
、
当
該
要
耐
震
改
修
住
宅
」
と
あ
る

三
項
に
規
定
す
る
要
耐
震
改
修
住
宅
（
同
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る

の
は
「
、
当
該
特
例
要
耐
震
改
修
住
宅
」
と
、
「
第
二
項
第
一
号
イ
」
と
あ
る
の
は
「

既
存
住
宅
と
み
な
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

コ
ロ
ナ
特
例
法
施
行
規
則
第
四
条
の
二
第
一
項
第
一
号
イ
」
と
、
同
号
イ
⑴
か
ら
⑶
ま

感
染
症
等
の
影
響
に
対
応
す
る
た
め
の
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（

で
の
規
定
中
「
要
耐
震
改
修
住
宅
」
と
あ
る
の
は
「
特
例
要
耐
震
改
修
住
宅
」
と
、
同

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
コ
ロ
ナ
特
例
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
の
二
第
六
項
に
規
定

号
イ
⑷
中
「
要
耐
震
改
修
住
宅
」
と
あ
る
の
は
「
特
例
要
耐
震
改
修
住
宅
」
と
、
「
五

す
る
特
例
要
耐
震
改
修
住
宅
（
同
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
特
例
既

十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
」
と
あ
る
の
は
「
四
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
十
平
方
メ
ー
ト

存
住
宅
と
み
な
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
」
と
、
同
号
イ
中
「
要
耐
震
改
修
住
宅
（
当

ル
未
満
」
と
、
同
号
イ
⑸
中
「
要
耐
震
改
修
住
宅
」
と
あ
る
の
は
「
特
例
要
耐
震
改
修

該
要
耐
震
改
修
住
宅
と
と
も
に
当
該
要
耐
震
改
修
住
宅
」
と
あ
る
の
は
「
特
例
要
耐
震

住
宅
」
と
、
同
号
ロ
中
「
要
耐
震
改
修
住
宅
の
耐
震
改
修
（
」
と
あ
る
の
は
「
特
例
要

改
修
住
宅
（
当
該
特
例
要
耐
震
改
修
住
宅
と
と
も
に
当
該
特
例
要
耐
震
改
修
住
宅
」
と

耐
震
改
修
住
宅
の
耐
震
改
修
（
」
と
、
同
号
ロ
⑴
中
「
要
耐
震
改
修
住
宅
」
と
あ
る
の

、
「
、
当
該
要
耐
震
改
修
住
宅
」
と
あ
る
の
は
「
、
当
該
特
例
要
耐
震
改
修
住
宅
」
と

は
「
特
例
要
耐
震
改
修
住
宅
」
と
、
「
法
第
四
十
一
条
第
三
十
項
」
と
あ
る
の
は
「
新

、
「
第
一
項
第
一
号
イ
」
と
あ
る
の
は
「
コ
ロ
ナ
特
例
法
施
行
規
則
第
四
条
の
二
第
一

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
対
応
す
る
た
め
の
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特

項
第
一
号
イ
」
と
、
「
同
号
ロ
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
第
二
号
イ
」
と
、
「
要
耐
震
改

例
に
関
す
る
法
律
第
六
条
の
二
第
六
項
」
と
、
同
号
ロ
⑵
及
び
ハ
中
「
要
耐
震
改
修
住

修
住
宅
が
」
と
あ
る
の
は
「
特
例
要
耐
震
改
修
住
宅
が
」
と
、
同
号
イ
⑴
か
ら
⑶
ま
で

宅
」
と
あ
る
の
は
「
特
例
要
耐
震
改
修
住
宅
」
と
、
同
項
第
五
号
イ
中
「
五
十
平
方
メ

の
規
定
中
「
要
耐
震
改
修
住
宅
」
と
あ
る
の
は
「
特
例
要
耐
震
改
修
住
宅
」
と
、
同
号

ー
ト
ル
以
上
」
と
あ
る
の
は
「
四
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
」

イ
⑷
中
「
要
耐
震
改
修
住
宅
」
と
あ
る
の
は
「
特
例
要
耐
震
改
修
住
宅
」
と
、
「
五
十

と
、
同
条
第
十
項
中
「
要
耐
震
改
修
住
宅
」
と
あ
る
の
は
「
特
例
要
耐
震
改
修
住
宅
」

平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
」
と
あ
る
の
は
「
四
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル

と
、
「
施
行
令
第
二
十
六
条
第
一
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
コ
ロ
ナ
特
例
法
施
行
令
第

未
満
」
と
、
同
号
イ
⑸
中
「
要
耐
震
改
修
住
宅
」
と
あ
る
の
は
「
特
例
要
耐
震
改
修
住

四
条
の
二
第
二
項
各
号
」
と
す
る
。

宅
」
と
、
同
号
ロ
中
「
要
耐
震
改
修
住
宅
の
耐
震
改
修
（
」
と
あ
る
の
は
「
特
例
要
耐

震
改
修
住
宅
の
耐
震
改
修
（
」
と
、
同
号
ロ
⑴
中
「
要
耐
震
改
修
住
宅
」
と
あ
る
の
は

「
特
例
要
耐
震
改
修
住
宅
」
と
、
「
法
第
四
十
一
条
第
三
十
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
コ

ロ
ナ
特
例
法
第
六
条
の
二
第
六
項
」
と
、
同
号
ロ
⑵
中
「
要
耐
震
改
修
住
宅
」
と
あ
る

の
は
「
特
例
要
耐
震
改
修
住
宅
」
と
、
「
耐
震
基
準
」
と
あ
る
の
は
「
コ
ロ
ナ
特
例
法

第
六
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
耐
震
基
準
」
と
、
同
号
ハ
中
「
要
耐
震
改
修
住
宅
」

と
あ
る
の
は
「
特
例
要
耐
震
改
修
住
宅
」
と
、
同
項
第
五
号
イ
中
「
五
十
平
方
メ
ー
ト

ル
以
上
」
と
あ
る
の
は
「
四
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
」
と
、

同
条
第
十
項
中
「
要
耐
震
改
修
住
宅
」
と
あ
る
の
は
「
特
例
要
耐
震
改
修
住
宅
」
と
、

「
施
行
令
第
二
十
六
条
第
一
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
コ
ロ
ナ
特
例
法
施
行
令
第
四
条

の
二
第
二
項
各
号
」
と
す
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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